
第３編

市民協働の景観まちづくりに関する事項

第３編では、景観づくりの基本方針の一つである「市民協働による景観づくり」を

具体的に推進するため、市民が積極的に地域の景観まちづくりに参加し、取り組ん

でいくための仕組みについて定めます。

第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて

第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり

第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み

１ 景観まちづくり専門家の登録

２ 市民による景観まちづくり活動への支援

３ 地域による景観ルールの提案
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第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて

市民協働による景観づくりを推進するため、市では、支援制度などの制度的な仕組みを整え、

地域の景観まちづくりに意欲のある市民を重点的にサポートしていきます。

下の図のとおり、地域の景観まちづくりに取り組む団体は、多様な主体の参加・協力を得な

がら、景観ルールの策定に向けて活動することができます。

市民による景観まちづくり推進のイメージ

秋田市

○景観まちづくりへ参加しやすい
　環境づくり
○景観施策の展開
　・景観イベント開催
　・表彰の実施
　・大規模行為の対する緩やかな
　　規制誘導など
○関連施策の展開
　・緑地保全など

登録

サポーター
登録

参加・協力

発展

他団体への支援

景
観
施
策
へ
の
参
画

相
互
協
力
関
係

景観まち
づくりに
意欲のあ
る市民

景観まち
づくり
専門家

登
録
・
助
言

支
援

（地域の景観まちづくり推進のための
　仕組みの活用）

支援・助言・参加

◆社会実験による実証
◆地域課題の発見・解決
◆景観イベントの実施
◆地域の景観特性の研究
◆活動への呼びかけ
◆地域の色彩ガイドライン作成

景観まちづくり活動

景観ルール策定に向けた取り組み

◆地域の景観ルールについて
　検討
◆景観重要建造物、樹木の
　活用方法について検討
◆景観重要公共施設の
　活用方法について検討

　提案要件該当者による提案

地域の景観まちづくりに取り組む団体

市民

景観整備機構

大学などの
教育機関
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第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり

市は、市民の取り組みをサポートするとともに、市民が景観まちづくりに参加しやすい環境

をつくるため、次のことに取り組んでいきます。

(1) 地域の景観まちづくり推進のための仕組みづくり

景観まちづくりに興味があるかたや、実際に取り組みたいと思っているかたが積極的に

参加できるよう、市民や団体の登録を行い、登録者への取り組みを支援します。

(2) 景観イベントの開催

シンポジウム等のイベントを適時開催することにより、景観への関心を高めます。

(3) 景観マップの公表・配付

本計画の策定に際し、大勢の市民の方の参加により、地域の景観資源の掘り起こしを行

い、マップに取りまとめました。内容を公表・配付したところ、多くの方からの問い合わ

せが寄せられ、好評を博したところです。今後、観光マップや文化財マップなどと連携し、

市内の活性化と併せ景観への関心を高めます。

(4) 表彰制度

地域の景観まちづくりに貢献している団体や個人を表彰することにより、市民の景観ま

ちづくりへの意欲向上を図ります。

これまでは、都市景観条例の表彰に関する規定に基づき、市民が選ぶ都市景観賞や道路

愛称、景観写真展などによる表彰を行ってきましたが、地域の景観まちづくりを推進して

いくため、それに寄与する団体や個人の表彰に重点を置くよう、実施内容を見直します。

(5) 広報活動

市民の景観まちづくりや市の景観施策を紹介するリーフレット等の作成、市の広報やイ

ンターネットの活用により、景観に関する情報を積極的に発信していきます。

「地域の景観まちづくり推進のための仕組み」である登録・支援制度について広く周知

を図り、また、関連する市民や団体に呼びかけ、仕組みの活発な活用を図ります。
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(6) 学官連携による景観施策の展開

本計画策定にあたり進め

てきた学官連携を今後、景

観まちづくりの施策展開に

向けて進めていきます。

(7) 相談体制

景観まちづくりや建築物の建築といった景観に関する相談窓口のＰＲを進めるとともに、

寄せられた相談に対し、関係機関との調整や専門家の紹介など、適切な対応の検討を進め

ます。

(8) 紛争処理体制

景観に関する紛争に対応するため、秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および

調整に関する条例の規模要件にかかわらず、景観に関する様々な助言・調査や秋田市都市

環境の創造および保全に関する審議会へ専門的な意見を求めるなど、事前・事後の相談体

制の充実を図ります。

また、高さ10ｍ（商業地域、工業地域もしくは工業専用地域又は用途地域の指定のない

区域については15ｍ）を超える建築物等の建築については、秋田市中高層建築物の建築に

係る紛争の予防および調整に関する条例に基づき、建築主等は近隣説明会のが義務づけら

れており、近隣住民の意見を述べることができる仕組みが整っています。

なお、景観に関する紛争を予防するためには、地域の景観ルールづくりなど、地域によ

る日頃からの取り組みがとても重要です。市では、地域の景観まちづくり活動を積極的に

支援し、景観紛争の予防に努めます。

「景観に関するアンケート調査」(平成20年７月)での連携
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第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み

市は、第２章の(1)で掲げた「地域の景観まちづくり推進のための仕組みづくり」として、

景観まちづくりに興味があるかたや、実際に取り組みたいと思っているかたが積極的に参加で

きるよう、市民や団体の登録を行い、登録者への取り組みを支援します。

また、取り組みに対する支援として、景観まちづくりについて専門的な観点からの助言等が

得られるよう、専門家の登録も行います。

景観まちづくりの流れ

背景画像：国土交通省HPより

　

景観まちづくり
の推進

まずは仲間づくり

登録専門家 サポーター

地域の課題
地域の景観まちづくりルール
地域の魅力アップ
景観資源の保全・活用など

支援制度活用

助言・支援・参加 参加・協力

ルールづくり 景観まちづくり
活動

市に登録
グループを
つくろう！

登録制殿活用

市民提案

実現にむけて
ＧＯ！

地域の将来像を
創造（想像）しよう

地域の理解を得ながら
一緒に取り組もう
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１ 景観まちづくり専門家の登録

(１) 専門家登録

市に登録した団体が景観まちづくりを行ううえで、専門家の助言等を容易に得ることが

できるよう、景観や景観まちづくりについて豊富な知識や経験を持つ専門家が市に登録す

るしくみをつくります。また、専門家は知識や経験をいかし、市の景観施策等に対し助言

等を行うことができます。

専門家の例

◆学識経験者、事業者など

専門分野の例

◆景観、まちづくり、都市計画、建築、デザイン、色彩、歴史、文化など

専門家の取り組み例

◆登録団体への助言・協力等

◆景観まちづくりに関する調査・研究等

◆景観に関するシンポジウム、セミナー等での講演

◆ワークショップ等の景観形成活動の企画・運営

◆市が行う景観施策への助言・協力等

(2) 登録専門家への市の支援

◆市が所有する景観まちづくりに関する調査・研究目的のデータ提供

◆景観まちづくりに関する講演会等の開催サポート

◆広報誌等での活動PR

◆市に登録した団体等との交流サポート
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２ 市民による景観まちづくり活動への支援

市では、景観まちづくりに興味があるかたや、実際に取り組みたいと思っているかたが

積極的に参加できるよう、団体やサポーターの登録を行い、取り組みを支援します。

(1) 登録

①景観まちづくり団体の登録

地域の団体が市に登録し、地域の景観まちづくりに関する知識取得や地域の景観ルール

づくりなどに取り組むことができる仕組みをつくります。

登録団体の活動が活発化し、景観整備機構の指定を受けることにより、他の団体等への

支援等を行うことも可能となります。

団体の取り組み例

分類 取り組み内容の例

景観まちづくり ◆社会実験による実証

活動 ◆地域課題の発見と解決に向けた取り組み

◆まち歩きなどの景観イベントの実施による地域の景観資源の発掘

◆講演会等で活動実績を発表

◆地域の景観特性の研究

・対象地域の検討、景観資源の発掘、地域の歴史や文化の発掘・再発見

◆景観まちづくり活動への呼びかけ

・身近な人達への活動参加の呼びかけ

・活動の積極的なPRによる意識高揚

・他の景観まちづくり団体との連携

◆地域の色彩ガイドライン作成

景観ルール策定 ◆住民合意に向けた取り組み（説明会の開催、アンケートの実施等）

に向けた取り組 ◆景観イベントの実施による意識高揚

み ・景観イベントを独自に企画・実施

・景観マップ作成

◆景観ルールの検討・作成

・「景観まちづくり地区」「景観地区（準景観地区）」「地区計画」「景観協定」

といった地域の景観ルールの作成

・建造物や樹木などの景観資源について、「景観重要建造物」「景観重要樹

木」の活用方法の検討

・街路や河川等などの公共施設について、景観資源としての活用方法の検

討

＊地域の景観まちづくり活動は、地域の状況や団体の成熟度により様々な形態が予想さ

れ、上記の取り組みはほんの一例です。
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活動例：新屋表町通り景観まちづくり

新屋表町通りでは、地域住民等が中心となり、通りの景観向上や活性化をめざし、景

観まちづくり活動の拠点づくりや、通りに面する空き地の補間、地域の景観シンボル

づくりなど、色々なことに取り組んでいます。

景観まちづくり活動の拠点

を整備・運営し、交流の場

などにも活用されていま

す。

通りに面する空き地を補間

し、イベント会場としても

活用されています。

地域のめざす姿として、景観ガイドラインを作成しました。

画像・写真：新屋表町通り活性化推進委員会リーフレット「新屋表町通りの情景づくり」より


